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第１章 総合戦略の趣旨 

 

１ 策定の趣旨 

  出水市は、紫尾山や矢筈岳などの山々に囲まれ、不知火海に面した緑豊かな出水平野に１万

羽を超えるツルが毎年越冬する自然豊かな田園都市です。 

  私たちは、この豊かな自然環境や歴史、伝統、文化を受け継ぎ後世に伝えるとともに、全て

の市民が安心して生活していけるまちをつくっていかなければなりません。 

  そのためには、市は市民と共生・協働しながら恒久的に自治体として存続し続け、人々の暮

らしを支えていく必要がありますが、その基礎となる人口が徐々に減少しつつあり、現在５万

４千人弱になっています。また、この傾向は今後も継続すると見込まれています。 

  このまま何も対策をとらないと市政運営のみならず市民生活にも様々な影響が及んでくる

ことが予想されます。 

  そこで、人口減少をできる限り抑えるために、人口の現状を分析するとともに、人口に関す

る市民意識を調査し、今後目指すべき将来の方向と実現可能な将来展望を提示した「出水市人

口ビジョン」を策定しました。 

  市では、この人口ビジョンにおける人口の将来展望を目指すために、基礎調査やワークショ

ップ等により浮き彫りとなった本市の実態から人口減少の要因を突き止め、その要因を取り除

くための重点施策を盛り込んだ出水市まち・ひと・しごと創生総合戦略を平成２８年２月に策

定しました。 

  この総合戦略は、必要に応じて改訂していくこととされていますが、この度次のような理由

により改訂する必要が生じたため、総合戦略の改訂を行おうとするものです。 

① 事業の効果検証による内容等の改善に伴い修正を行う必要が生じたこと。 

② 事業進捗により時点修正を行う必要が生じたこと。 

 

２ 計画期間 

  平成２７年度から平成３１年度までの５年間とします。このうち、平成２７年度については、

地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）事業を実施し、平成２８年度から

は本格的に施策を実施することとします。 

 

３ 基本的な考え方 

  出水市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、市民が恒久的に本市で暮らし続けていくため

に仕事をつくり、本市で結婚し、出産し、子育てをして、そこで育った子供たちができる限り

本市に残り、社会・経済を支える力となること、本市の魅力に引き寄せられて人々が本市に移

住されることにより、結果的に人口減少に歯止めがかけられるものと考え、「産業振興・しごと

創出」、「結婚・出産・子育て」、「定住・交流促進」の３つの方向で施策を展開することとしま

した。 

 

４ 国の総合戦略との関係 

  国の総合戦略に掲げられている「まち・ひと・しごと創生」政策５原則を踏まえ、効果的な

施策の推進を図ります。 

 

 

 

 



 

２ 

 

「まち・ひと・しごと創生」政策５原則 

 ○ 自立性 

   各施策が一過性の対症療法的なものにとどまらず、構造的な問題に対処し、地方公共団体・

民間事業者・個人等の自立につながるようなものであるようにする。 

 ○ 将来性 

   地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援する施策に重点を置

く。 

 ○ 地域性 

   各地域の実態に合った施策を支援することとし、各地域は客観的データに基づき実状分析

や将来予測を行い、「地方版総合戦略」を策定するとともに、同戦略に沿った施策を実施でき

る枠組みを整備する。 

 ○ 直接性 

   限られた財源や時間の中で、最大限の成果を上げるため、ひとの移転・しごとの創出やま

ちづくりを直接的に支援する施策を集中的に実施する。住民代表に加え、産業界・大学・金

融機関・労働団体（産官学金労）の連携を促すことにより、政策の効果をより高める工夫を

行う。 

 ○ 結果重視 

   明確なＰＤＣＡメカニズムの下に、短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を

客観的な指標により検証し、必要な改善等を行う。 

 

５ 数値目標の設定と効果検証 

 ⑴ 数値目標・客観的な指標の設定 

   総合戦略には、盛り込む政策分野ごとに５年後の基本目標を設定します。この基本目標に

は、行政活動そのものの結果（アウトプット）ではなく、その結果として市民にもたらされ

た便益（アウトカム）に関する数値目標を設定するものとします。 

   また、各政策分野の下に盛り込む具体的な施策については、それぞれに対して、客観的な

重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定します。重要業績評価指標（ＫＰＩ）は、原則として当

該施策の便益（アウトカム）に関する指標を設定するものとします。 

 ⑵ 検証方法 

   まち・ひと・しごと創生を実現するためには、Ｐｌａｎ(計画)→Ｄｏ(実施)→Ｃｈｅｃｋ

(評価)→Ａｃｔｉｏｎ(改善)と循環するＰＤＣＡサイクルを確立することが必要です。総合

戦略を着実に実施していくとともに、設定した数値目標等を基に、実施した施策・事業の効

果を検証し、必要に応じて総合戦略を改訂するという一連のプロセスを実行していくことに

なります。 

   この検証は市の内部評価に加え、市民団体を始め、産業界、行政機関、教育機関、金融機

関、労働団体、報道機関などの外部有識者で作る「出水市まち・ひと・しごと創生推進会議」

に諮り、その意見を反映させていくものとします。 
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第２章 今後の施策の方向 

 

 第１ 産業振興・しごと創出戦略                    

 

≪基本目標≫ しごとと安定した雇用を創出します。 

  数値目標  

  ○ 第１次産業新規就業者数       ６８人 

  ○ 新たな就業の場の創出       １０９人分 

  ○ 市内事業所従事者数 Ｈ３１ ２０，０００人 

 

≪基本的方向≫ 

  ○ 働きやすい「まち」づくりを推進するため、頑張る「ひと」を応援し、恵まれた多様な

産業を守り継承するとともに、夢と希望のある新たな「しごと」を創り育て、攻めの姿勢

で産業振興を図ります。 

 

 

≪具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

１ 新たな仕事を創るために、企業誘致や創業・事業支援を行う（創る） 

 ⑴ 創業支援ネットワーク構築 

   商工会議所、商工会、金融機関等で創業支援ネットワークを構築することにより、創業者

に対し全面的なサポートを行います。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

創業支援による起業件数 － ２４件 

（具体的な事業） 

 ・創業支援ネットワーク事業 

   商工会議所、商工会、金融機関等と連携してネットワークを構築し、利用しやすい相

談窓口の設置、創業支援を行う。 

 

 ⑵ 新規創業者への支援 

   創業に係る経費を補助することにより、新規開業を促進します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

新規創業者数 ０人（H26） ２９人 

空き店舗の解消件数 ０件（H26） ２３件 

新規雇用者数 ０人（H26） １２人 

（具体的な事業） 

 ・新規創業者支援事業 

   空き店舗又は空き家を使って新規に創業する方に対し、開業しやすい環境を整える

ため、家賃や店舗等の改装・整備に係る経費の一部を助成する。 

   あわせて、本市の農林水産物を自ら加工・販売する起業者に対し、雇用人数に応じて

助成する。 
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 ⑶ 企業誘致・雇用創出対策 

   優遇支援対象の業種を拡大し、積極的な企業誘致を行うことで、幅広い雇用機会を提供し、

新規雇用者数の増大を目指します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

新規企業立地件数 ０件（H26）  ４件 

市内居住の新規雇用者数 ０人（H26） ５０人 

市内高校生の地元企業就職者数 ４３人（H30） ４６人 

（具体的な事業） 

 ・企業立地促進補助事業 

   用地取得費及び設備投資費の一部並びに市内居住者の雇用人数に応じた補助制度を

創設する。 

 ・税の優遇制度 

   ２，５００万円以上の土地・建物・設備等への投資額に対し、雇用条件により固定資

産税を３～１０年間免除する。 

 

 ⑷ 自伐型林業の推進 

   森林経営を自ら行う「自伐型林業」を推進することで、雇用の場を創出し、併せて林業の

活性化を図ります。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

新規自伐林業従事者数 － ４人 

（具体的な事業） 

 ・自伐型林業推進事業 

   自伐型林業に取り組もうとする方を対象に、専門家による技術講習会や先進地への

視察研修等を行うとともに、就業者の施業機械リース代や作業道開設に対して助成す

る。 

 

２ 地場産品のブランド力の強化や積極的な販路拡大事業を展開し、攻めの産業振興・しごと創

出に努める（攻める） 

 ⑴ 薬用植物産地確立支援 

   出水市の気候風土に適した「薬用植物」を選定するための試験栽培を実施し、栽培方法の

確立と産地化を目指します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

栽培適地の選定 － 栽培適地の選定 

適地植物の選定 － 適地植物の選定 

（具体的な事業） 

 ・薬用植物産地確立支援事業 

   国の事業を活用しつつ関係機関と協力して、出水市に適した品種の選定、栽培マニ

ュアルの作成、農業機械の改良等に向けた支援を行う。 

 

 ⑵ 特定作物生産拡大支援 

   鹿児島いずみ農業協同組合が推奨する果樹品目「大将季（赤身デコポン）」の苗木代金等を

支援することにより、大将季の栽培面積拡大を推進し「出水の大将季」のブランド化と産地

化を図ります。 

また、ツルの飛来地で栽培される早期米新品種「なつほのか」を新たなブランド「ツルマ
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チ米」として位置付け、産地化を図るとともに販路開拓に努めます。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

大将季の栽培面積 1,600アール（H26） １．５倍に拡大 

ツルマチ米の栽培面積 － ７００アール 

（具体的な事業） 

 ・特定果樹生産拡大支援事業 

   供給が不足する市場において早急に産地としての地位を確立するため、大将季の苗

木代金等の支援を行う。 

 ・ブランド米産地確立支援事業 

ツルの飛来地で栽培される早期米新品種「なつほのか」を新たなブランド「ツルマチ

米」として確立し販路の開拓を行うため、事業主体である出水のツル米推進協議会に対

して支援を行う。 

・地場産業販路拡大促進事業 

   国内外で通用する商品についての市場調査及び事業者への商品開発支援を行う。ま

た、国内外で行われる展示会や輸出商談会等に参加する中小企業等に助成する。 

 

 ⑶ ブランド商品の情報発信と販路拡大への支援 

   農産物や特産品、市内企業の自社製品等で、販路拡大に意欲があり、かつ、出水のブラン

ドになり得る商品に対し、国内外の市況に詳しい専門家のアドバイスや商談会への出展補助

などの支援を行います。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

新規契約達成事業数 － ２０件 

（具体的な事業） 

 ・地場産業販路拡大促進事業（再掲） 

   国内外で通用する商品についての市場調査及び事業者への商品開発支援を行う。ま

た、国内外で行われる展示会や輸出商談会等に参加する中小企業等に助成する。 

 

 ⑷ 畜産ブランド力の強化対策 

   地元の畜産ブランド力の強化と消費拡大を図ります。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

飼養頭数（牛、豚）   60,990頭（H26） 現状維持 

飼養羽数（ブロイラー） 1,110,753羽（H26） ５％増 

（具体的な事業） 

 ・肉用牛産地銘柄確立対策事業 

   地域における生産から肥育までの一貫経営体制を構築することにより、いずみ牛ブ

ランド力の強化を図るため、市内で生産された子牛を、市内の肥育牛飼養者が購入し

た場合に助成する。 

 ・地場産業販路拡大促進事業（再掲） 

 

 ⑸ ６次産業化への支援 

   農家等の所得や雇用の増大を図るため、多様な事業者の新商品開発や販路開拓、加工・販

売施設の整備など６次産業化の取組を支援します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

商品開発品目数 －   ５品目 
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６次産業化に関する相談件数 － ５０件 

（具体的な事業） 

 ・６次産業化推進事業 

   推進戦略を策定して、農商工業関係者による協議会や講演会を開催し、６次産業化、

農商工連携の啓発と実例に基づく提案を行う。 

 ・新規創業者支援事業（再掲） 

 

３ 既存の産業を守り育てるため様々な事業支援を行う（守る） 

 ⑴ 鳥獣被害防止対策 

   鳥獣による農林業の被害が深刻な状況にあり、これに対処することが緊急の課題となって

いることから、鳥獣害防止対策に取り組み農作物の被害を軽減します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

鳥獣被害額   26,564千円（H26） ２０％以上減少 

有害獣類の捕獲頭数（イノシシ、シカ）   ６９１頭（H26） 年間１，１００頭 

有害鳥類の捕獲羽数（カラス）   ８３５羽（H26） 年間２，０００羽 

（具体的な事業） 

 ・鳥獣害防止柵等設置事業 

   国の支援を受けた鳥獣害防止柵等設置事業に取り組むとともに、国庫補助の対象と

ならない２戸未満の農業者であっても、一定面積の農地であることなどを要件に鳥獣

防止柵等の設置に対して助成を行う。 

 ・有害鳥獣防除事業 

   有害鳥獣捕獲隊の猟犬ワクチン接種に対し助成を行うとともに、鳥獣被害対策実施

隊の事業を実施し、総合的な対策を展開する。 

 ・狩猟免許取得助成事業 

   狩猟免許取得を希望し、猟友会に新規入会する方に免許取得費の一部を助成する。 

 

 ⑵ 農林漁業後継者の確保育成 

   地域農林水産業の活性化のため、農林漁業就業者の確保を図ります。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

農林漁業新規就業者の人数  ８人（H26） ５０人 

就業後の２年間継続者数  ７人（H26） ４０人 

（具体的な事業） 

 ・農業者就農資金償還助成事業 

   農業の中核的担い手として新規に就農した方に対し、就業初期に融資を受けた資金

の償還金の一部を助成する。 

 ・農林漁業後継者確保育成事業 

   ４０歳以下の主に農林漁業に従事する経営者又は後継者で就業後２年を経過した方

に奨励金を支給する。 

 

 ⑶ 水産業活性化推進 

   漁協組合員減少の歯止め対策と担い手育成のために漁船やのり製造機等の購入及び船舶

免許取得に対し助成します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

漁協組合員数 １３１人（H26） 現状維持 
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（具体的な事業） 

 ・水産業活性化推進事業 

   漁協組合員の漁船等の購入に加え、のり製造機械の購入費及び新規船舶免許取得費

に対して助成する。 

 ・農林漁業後継者確保育成事業（再掲） 

 

 ⑷ 地場企業振興支援・雇用のミスマッチの改善 

   小規模でも「がんばる地場企業」を支援し、多くの投資を生み出すことで、地場企業の業

績拡大を図り、新規雇用を促します。 

   また、職種によって雇用のミスマッチが顕著になっていることから、改善に取り組みます。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

規模拡大事業所の件数 ２件（H26）  ７件 

新規雇用者数 ６人（H26） １８人 

（具体的な事業） 

 ・地場産業競争力強化支援事業（累積投資型） 

   地場企業の設備等への投資額を累積し、２年以内に２，５００万円以上（小規模企業

は３年で１，０００万円以上）になった場合、補助対象設備に対する固定資産税相当額

（税率１．４パーセント）を直後の年度から３年間助成する。 

・雇用対策協定の締結及び雇用対策計画に基づく事業の推進 

   鹿児島労働局と雇用対策協定を締結し、市及び出水公共職業安定所との協力体制を

強化する。 

   併せて、雇用対策計画に基づき、求職と求人の希望が一致しない雇用のミスマッチ

の改善に取り組むほか、市内高校生の地元就職希望者の増加に取り組む。 

 

 ⑸ 住宅建築等工事の促進 

   市内業者による木造住宅の新築工事、増改築工事及び緑化工事費用並びに事業所の福利厚

生施設の改修工事費用の一部を助成することにより、市内業者の事業拡大を図るとともに生

活環境の改善につなげます。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

助成対象事業費 569,156千円（H26） 956,000千円 

助成対象事業件数   ２９７件（H26） ４２５件 

（具体的な事業） 

 ・木造住宅新築等建築工事促進事業 

   市内の建築業者を利用して住宅の新築・増改築工事を行う方に対し助成する。 

   併せて、市内の造園業者を利用して緑化工事を行う方に対し助成する。 

 ・魅力ある職場環境整備支援事業（福利厚生施設・緑化推進） 

   市内業者を利用して休憩室、トイレ、シャワー設備等福利厚生施設を改善する工事

又は工場内を緑化する工事を実施する事業所に対し助成する。 

 

 ⑹ 商店街活性化支援 

   ワークショップ等を通じて、商店街の未来を担う人材を育成するとともに今後の方向性に

ついて合意形成を図るなど、商店街の活性化支援に取り組みます。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

新規開発商品数 － １２件 
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空き店舗解消件数 ０件（H26） ２３件 

（具体的な事業） 

 ・わいわい賑わい商店街づくり事業 

   自ら考え行動し、将来のビジョン形成や活性化に向けた合意形成を図っていく商店

街を支援するため、アドバイザーを派遣する。合意形成後は、創業支援や既存店舗の支

援として、商品開発・販売指導・店舗運営に対するアドバイスを行うとともに、店舗改

装等に係る工事費の助成を行う。 

 ・新規創業者支援事業（再掲） 
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 第２ 結婚・出産・子育て戦略                     

 

≪基本目標≫ 結婚や子どもを持つことを望む人が、希望をかなえられるよう支援します。 

       安心して妊娠・出産・子育てができるまちを目指します。 

  数値目標  

  ○ １年間に生まれる子どもの数  ４８０人（５年間平均） 

  ○ 合計特殊出生率  Ｈ３１  １．８５（２０４０年に２．１） 

  ○ 保育所待機児童  Ｈ３１     ０人 

 

≪基本的方向≫ 

  ○ 結婚・妊娠・出産を望む人の希望をかなえるための支援を行います。 

  ○ 新たに子育て支援室を設置し、産前産後の切れ目のない支援を実現するとともに、子育

て支援施策を充実し、安心して出産子育てができるように支援します。 

  ○ 働きながら子育てをしている人が増えていることを受けて、子育てと仕事の 

両立ができるよう支援します。 

 

 

≪具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

１ 若い世代の結婚・妊娠・出産の希望をかなえる 

 ⑴ 出会いと交流の支援 

   若い世代が交流できるイベントに対して助成を行い、若者に交流と出会いの機会を提供し

ます。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

イベントによる成立カップル数 － ５年間で５０組 

（具体的な事業） 

 ・婚活支援事業 

   結婚を望む独身の男女に出会いの場と交流の場を提供する事業を行う団体等に事業

費を助成する。 

 

 ⑵ 不妊・不育の治療支援 

   近年、子どもを望みながら、なかなか授からない夫婦が増えています。 

   このため、妊娠適齢期についての啓発や教育を行うとともに、治療を受けた夫婦に対して、

治療費の一部を助成し経済的負担の軽減を図ります。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

制度利用者の妊娠届出数 ７件（H26） ３０件 

（具体的な事業） 

 ・不妊、不育治療費助成事業 

   特定不妊治療に対する助成に加え、新たに一般不妊・男性不妊及び不育治療費の一

部を助成する。 

 

２ 妊娠・出産・子育て期を切れ目なく支援する 

 ⑴ 支援体制の充実 

   関係機関が連携して、全ての妊婦と親子をワンストップで支援する体制を整えるとともに、
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親子の交流や子育て世代のふれあいの場や機会の充実を図ります。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

支援ニーズの高い妊産婦への支援実施の

割合 
－ １００％ 

（具体的な事業） 

 ・子育て支援室運営事業 

   妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行うために、利用者支援事業としての

「子育て世代包括支援センター」と親子の交流や子育て世代の触れ合いの場としての

「地域子育て支援拠点」の機能を併せ持った「子育て支援室」を運営する。 

 ・子育て交流広場事業 

   公共施設の空きスペースを利用して、雨天時でも遊べる場を確保する。 

 

 ⑵ 産前産後の支援 

   様々な不安を抱えてしまいがちな産前産後の時期に不安の軽減・解消を図り、安心して出

産できる環境を整備します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

産後１月の間に支援者・相談者がいなかっ

たと感じた人の数 
－ ０人 

（具体的な事業） 

 ・子育て応援事業 

   保育・育児等支援サービス（子どもの一時預かり、産前産後の家事・育児支援等）

や、保健サービス（沐浴、乳房ケア等）、に利用可能な応援券を交付するほか、妊産婦

歯科検診事業を実施する。 

 ・産後ケア事業 

   出産後に、身近に世話をしてくれる人がおらず、産後の体調や育児に不安のある母

子が助産所に入所または日帰り利用する場合、保健指導や育児指導などを受けた費用

の一部を助成する。 

 ・産前・産後サポート事業 

   産前・産後２か月までの妊産婦子育てサポーター（仮称）（子育て経験者やシニア世

代等で所定の講習を修了した方）が、妊産婦宅を訪問し話し相手になることで、不安の

解消や子育ての手助けをする。 

 

 ⑶ 情報提供の充実 

   妊娠・出産・子育て期に関する情報を誰でも容易に取得できるよう、メールやアプリを活

用した情報提供を行います。 

   また、授乳室とおむつ替えスペースの設備がある公共施設や商業施設等を「赤ちゃんの駅」

として登録し、広く情報を提供します。 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ）  基準値 目標値（Ｈ３１） 

メール、アプリ登録者数 － １，３００人 

（具体的な事業） 

 ・子育て応援メール配信事業 

   妊産婦、妊産婦の夫、３歳未満児の保護者等を対象に子育てに必要な情報等を定期

的にメール配信する。 

 ・子育て応援アプリ事業 
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   スマートフォン等で子育て情報の検索ができるアプリ（ＧＰＳ機能と連動した施設

マップ、その他必要な情報を閲覧できる機能）を提供し、容易に子育て情報が入手でき

る環境を整備する。 

 ・赤ちゃんの駅事業 

   乳幼児を持つ保護者等が安心して外出できる環境を整えるため、授乳室とおむつ替

えスペースの設備がある公共施設や商業施設等を「赤ちゃんの駅」として登録し、その

情報を提供する。 

 

 ⑷ 経済的な支援 

   子育てに係る経済的負担を軽減するため、１８歳までの医療費助成や市独自の奨学金制度

を継続するとともに、成長の節目において市内で利用できる商品券等を支給します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

経済的支援施策に対する満足度 － ９０％以上 

（具体的な事業） 

 ・子ども医療費助成事業（拡大） 

   市内に住所を有する子ども（０歳から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

で）の医療費の一部負担金を全額助成する。また、市町村民税非課税世帯の未就学児を

対象として、県内医療機関等での窓口払制度をなくし現物給付制度にする。 

 ・鶴の恩返し奨学金貸与事業（拡大） 

   優秀であるにもかかわらず、経済的理由により修学困難な方に対し、有用な人材を

育成することを目的として、奨学金を貸与する。あわせて、地元定住者への返還支援制

度を実施するとともに、入学一時金の返還を全額免除する。 

 ・育児用品購入券交付事業 

   新生児の保護者に対し子育て用品（おむつ、粉ミルク、その他育児用品）を購入でき

る育児用品購入券を交付する。第３子以降については増額して支給する。 

 ・出水の宝子入学・卒業お祝い事業（完了） 

   小中学校に入学する児童生徒及び中学校を卒業する生徒の保護者に対し、地元の学

用品取扱店に利用できる商品券を交付する。 

 ・子育て応援事業（再掲） 

 

 ⑸ 子育て環境の整備・改善（新規） 

   出水市の将来を担う子どもたちの教育環境の整備・改善を図ります。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

普通教室への空調設備整備率 ０％ １００％ 

（具体的な事業） 

 ・教育環境整備事業（新規） 

   地球温暖化等による猛暑の影響により夏期の学習環境が厳しいものとなっているこ

とから、空調設備等を整備し児童生徒が集中して学習できる環境を整える。 

また、市立商業高校において、机を教材のサイズに合わせた規格で整備するほか、未

来を担う人材の育成に必要な環境整備を行う。 

 

３ 子育てをしながら働く人を支援する 

 ⑴ 働きやすい職場環境に向けた啓発 

   子育てしながら働きやすい職場環境の充実のため、企業への啓発を行います。 
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重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

かごしま子育て応援企業の登録件数 ３事業所（H27） ７事業所 

（具体的な事業） 

 ・育児休業制度の啓発、利用促進 

   市内の企業等に対し、育児休業制度の充実のための啓発を行い、制度利用を促進す

る。 

 ・子育てしやすい職場環境についての啓発 

   市内の企業等に対し、就業者が子育てしやすい職場環境の充実のため、かごしま子

育て応援企業登録への啓発活動等を行う。 

 <用語解説> 

 ○かごしま子育て応援企業：企業の子育て支援を促進するため、次世代育成支援対策推進法に

基づく一般事業主行動計画を策定し、従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む

企業を「かごしま子育て応援企業」として県が登録する制度  

 ○一般事業主行動計画：企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、

子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画

期間、目標、目標達成のための対策及びその実施時期を定めるもの。従業員１０１人以上の

企業は、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている。 

 

 ⑵ 保育サービスの充実 

   子育てしながら働く世帯を支援するため、保育所や放課後児童クラブにおける待機児童の

解消を図ります。 

また、病児・病後児保育に取り組むことにより、保育の質の向上を図ります。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

保育所待機児童数 ６７人（H27.4） ０人 

小学６年生までの放課後児童クラブ待機

児童数 
４７人（H27.4） ０人 

病児・病後児延べ保育児童数 － ２，３２０人 

（具体的な事業） 

 ・地域型保育事業 

   市の認可事業として、３歳未満の乳幼児を対象として少人数（１９人以下）の施設で

保育を行う小規模保育事業や事業所の従業員の子どもや地域の子どもを事業所内の専

用施設等で保育を行う事業所内保育事業などを実施する民間事業所に対して、認可保

育所と同様に運営費を支払う。 

 ・保育所等整備事業補助金 

保育所、認定こども園（保育園機能部分）及び小規模保育事業所の新設、修理、改造

などの整備に係る費用に対して助成を行い、待機児童の解消を図る。 

 ・認定こども園施設整備補助金 

   認定こども園（幼稚園機能部分）の新設、修理、改造などの整備に係る費用に対して

助成を行い、待機児童の解消を図る。 

 ・市立幼稚園預かり保育事業 

   市立幼稚園において預かり保育を実施し、子育て世帯の多様なニーズに対応するこ

とにより待機児童の解消を図る。 

 ・民間児童クラブ支援事業 

   民間が設置、運営している児童クラブについて、柔軟な運営ができるよう支援し、新
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規参入を促す。 

 ・病児・病後児保育事業 

   病児・病後児保育に取り組むことにより、安心できる子育て環境を提供し、子育てし

ながら働く世帯を支援する。 
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 第３ 定住・交流促進戦略                       

 

≪基本目標≫ 人々を呼び込み、活気とにぎわいをつくります。 

  数値目標  

  ○ 本市への移住者   １，０００人 

  ○ 市内宿泊者数      ５０万人 

 

≪基本的方向≫ 

  ○ 新規転入者、移住希望者に向けた情報発信や支援の充実を図ることにより、幅広い世代

の移住を促進します。 

  ○ 豊かな自然や歴史的観光資源などを整備し、本市の特性を生かした観光地としての魅力

づくりを推進するとともに、情報発信力を高め、通年型観光及び滞在型観光の実現に努め

ます。 

 

 

≪具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）≫ 

１ 定住促進事業 

 ⑴ 移住・定住促進 

   移住や定住に関する相談窓口に移住支援員を配置するとともに空き家バンクを設置し、イ

ンターネット等を活用して、支援策や移住先等の情報発信を行います。 

   また、本市への移住を促進するため、都市圏在住の人を対象とした移住体験ツアーを開催

することにより移住を促進します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

相談窓口を通じた移住者数 －  ６０世帯 

空き家バンク利用登録者数 － ６０人 

移住体験ツアー参加後の移住者数 － ２０人 

（具体的な事業） 

 ・移住支援員設置事業 

   地域おこし協力隊を活用して移住支援員を設置し、移住希望者に対してホームペー

ジやＳＮＳによる情報発信や相談対応を行うほか、移住後のサポートを行う。 

 ・空き家バンク事業 

   所有者が空き家バンクに物件を登録し、ホームページなどで公開して、利用希望者

に情報提供を行う。 

 ・移住体験ツアー事業 

   本市への移住を考えている方を対象として、民宿での農業体験や移住者との対話、

市内の医療機関・商業施設等の状況を知ることができる移住体験ツアーを実施する。  

 

 ⑵ 住居等支援 

   移住者がスムーズに定住できるように支援を行います。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

新規定住世帯数 40世帯 100人（H26） 260世帯 651人 

市内民間賃貸住宅への転入者数 － １５０人 

空き家リフォーム件数 －  １４件 
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（具体的な事業） 

 ・定住促進事業補助金 

   住宅の新築、新規購入、増築、改築をした転入者及び市外事業所に通勤する離職者又

は転入者に定住補助金、通勤補助金、リフォーム補助金を交付する。 

 ・子育て世帯定住促進事業 

   市外から転入された子育て世帯を対象に、家賃の一部を助成する。 

 ・空き家リフォーム補助金 

   空き家バンク登録物件の空き家のリフォームと家財道具等の処理・撤去費用に対し

て助成する。 

 ・金融機関との提携による定住リフォーム促進 

   定住に向けた新築・空き家対策ローンの優遇協定によりリフォームの促進を図る。 

 

 ⑶ 地域コミュニティの活性化 

   地域コミュニティによる自主的・主体的な地域課題の解決及び地域づくり活動への取組に

支援を行います。 

   小さな拠点づくりの一つとして、中山間（里山）地域課題の解決を図るとともに再活性を

図るため、活性化計画を策定し事業を推進します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

新規活動団体数 － ２０団体 

（具体的な事業） 

 ・がんばる地域応援事業補助金 

   地域コミュニティによる自立的・主体的な地域課題の解決及び地域づくり活動への

取組に対して助成する。 

   （対象団体）コミュニティ協議会、自治会、むらづくり委員会などのコミュニティ活

動を行う組織体 

 ・里山再活性化モデル事業 

   地域おこし協力隊を活用して地区住民の自発的な地域活動を誘発させ地域活性につ

なげる。 

   なお、大川内地区をモデルケースとして取り組み、以後他の里山地域にも同様の活

動を展開する。 

 

２ 交流促進事業 

⑴ 観光資源の整備・活用 

   ツルや武家屋敷に続く観光資源として戦争遺跡を一体的に整備、活用するための基本構想

を策定し、構想に基づく事業を推進することにより交流人口の増加を図ります。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

平和学習プログラム市外利用者数 － 年間１，２００人 

（具体的な事業） 

・戦争遺跡保存活用基本構想策定事業（完了） 

   観光客誘致の促進を図るため、本市の主な観光資源であるツルと武家屋敷に続く観

光資源として、戦争遺跡を位置付け、特攻碑公園前の桜通りや、点在する戦争遺跡を一

体的に活用するための基本構想を策定する。 

 ・戦争遺跡保存活用事業 

   （平和学習プログラム活用事業）平和学習を目的とした修学旅行等の誘致を図るた
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め、先の大戦を経験された方々への体験談の聞き取り調査結果や、市内に点在する戦

争遺跡を用いた、平和について学ぶプログラムの活用普及を図る。 

   （掩体壕長寿命化事業）新たな観光資源として長期的に良好な状態で公開できるよ

う、老朽化した掩体壕の長寿命化対策を実施するとともに、施設見学者用に周辺施設

の整備充実を図る。 

・伝統的建造物群保存地区観光拠点基本構想策定事業（完了） 

・伝統的建造物群保存地区観光拠点整備事業 

   「出水麓歴史館」を中心として伝統的建造物群保存地区の観光資源を一体的に活用

するための基本構想を策定するとともに、基本構想に基づき拠点施設の整備充実を図

る。 

 

 ⑵ 国内外からの観光客の誘致 

   本市に国内外からの観光客を呼び込むため、海外エージェント向けのセールスや旅行商品

等への助成等を行い、観光客数の増加に努めます。 

   また、九州オルレ等に取り組み、国内外からの利用者を増やします。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

ツル観察センターの入館者数 25,484人（H26） 年間４万人 

公開武家屋敷の入館者数 36,439人（H26） 年間４万人 

ツル観察センターの外国人入館者数 － １，０００人 

公開武家屋敷の外国人入館者数 １，４５６人（H26） ３，０００人 

九州オルレ等利用者数   － 年間２，０００人 

（具体的な事業） 

 ・海外誘客セールス事業※観光客誘致事業 

   海外からの観光客誘致を促進するため、台湾・中国等の都市で開催される県観光連

盟が主催して行う現地旅行業者との商談会に参加するとともに、農家民泊等も活用し

ながら積極的に誘客セールスを行う。 

 ・観光客誘致促進事業 

   観光客誘致を促進するため、旅行業者が企画・販売する本市での宿泊・食事・観光等

を行程に組み入れた旅行商品のうち、観光ＰＲ効果及び集客力が高いと認められる旅

行商品に対し、実績に応じて助成する。 

 ・国際姉妹都市交流事業 

   姉妹都市盟約を締結している大韓民国の順天（スンチョン）市及び台湾の埔里（プー

リ－）鎮との文化・産業等の交流を進める。 

 ・九州オルレ出水コース等による誘客 

   九州オルレ出水コース等のコースにおいて、オルレフェアを開催するなど国内外か

ら観光客を誘致する。 

<用語解説> 

 ○オルレ：韓国・済州島から始まったもので、もともとは済州島の方言で「通りから家に通じ

る狭い路地」の意味。自然豊かな済州島で、いつしか「オルレ」はトレッキングコースの総

称として呼ばれるようになった。 

 

 ⑶ 観光情報の発信 

   国内外からの観光客の誘致を図るため、多言語に対応した観光情報サイトの構築や、多様

なメディアを活用した情報発信を行います。 
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   また、地域プロスポーツチームを活用したプロモーション活動を行います。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

観光情報サイトアクセス数 － 年間 50,000件 

（具体的な事業） 

 ・観光情報専門サイトの活用 

   国内外の観光客への情報発信のため、多言語（日本語・英語・中国語・韓国語・タイ

語）に対応した観光情報サイトを活用する。 

 ・観光客アテンド事業 

   地域おこし協力隊を活用して、出水ならではの日本庭園や野鳥の観測ポイントを案

内し、ＳＮＳで情報発信を行う。 

 ・地域プロスポーツチーム応援事業（完了） 

鹿児島県の唯一のプロサッカーチームである「鹿児島ユナイテッドＦＣ」の年間オフ

ィシャルスポンサーになり、ホーム開催の１ゲームを「出水市サンクスデー」として開

催し、本市の魅力を全国に向けてプロモーションする。 

 <用語解説> 

 ○アテンド：介添え（かいぞえ）・人の世話や接待すること。 

 

 ⑷ スポーツイベント・合宿誘致の推進 

   本市への交流人口を増やすため、スポーツイベントや合宿誘致を推進します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

合宿利用者延べ人数 7,807人（H26） 年間 10,000人 

（具体的な事業） 

 ・スポーツ推進大使設置事業 

   スポーツ推進大使を委嘱し、スポーツイベントやスポーツ合宿等の誘致活動を推進

する。 

 ・スポーツ合宿誘致活動事業 

   大学スポーツ団体、一般スポーツ団体等を対象にして、スポーツ合宿の誘致広報活

動を行うとともに、近隣市町との連携により、広域での誘致活動を推進する。 

 

 ⑸ 受入態勢の整備 

   本市の観光を担う人材を育成するとともに、観光地への公衆無線ＬＡＮの設置など、受入

態勢の整備を行います。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

スマートフォンサイトアクセス数 － 年間 10,000件 

（具体的な事業） 

 ・観光拠点への公衆無線ＬＡＮ設置事業 

   本市を訪れる観光客の利便性の向上と、来訪者を通した本市の魅力の情報発信につ

なげるため、公衆無線ＬＡＮを市内観光地に整備する。 

   （整備箇所）ツル観察センター、公開武家屋敷「竹添邸」「税所邸」、出水麓伝統的建

造物群保存地区駐車場、観光特産品館「飛来里」 

 ・戦争遺跡保存活用事業（再掲） 
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 ⑹ 広域的な連携 

   北薩地域や県境地域と連携を図り、地域全体での交流人口の増加を目指します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値（Ｈ３１） 

出水駅蔵之元港間シャトルバスの利用者

数 
  10,064人（H26） 現状維持 

公開武家屋敷の入館者数    36,439人（H26） 年間４万人 

（具体的な事業） 

 ・北薩摩振興推進協議会による取組 

   北薩摩地域（阿久根市、出水市、薩摩川内市、さつま町、長島町）の行政、民間団体

等で構成する北薩摩振興推進協議会（事務局:北薩地域振興局）による広域的事業を実

施する。 

 ・出水駅蔵之元港間シャトルバスの利用促進 

   九州新幹線の全線開業を連動し、出水地域及び天草地域の観光振興、日常生活にお

ける移動の利便性向上を図るため、蔵之元港と出水駅間を結ぶシャトルバスの利用を

促進する。 

 ・県境観光連携推進協議会による取組 

   本市と熊本県水俣市において、観光の発展に寄与することを目的に、県境という地

理的条件を生かし相互に連携・協調して事業を実施する。 

 ・天草・出水県際交流促進協議会による連携 

   天草・長島架橋構想及び九州西岸軸構想の実現を図るために、関係市町（天草市、上

天草市、苓北町、出水市、阿久根市、長島町）間の交流事業を促進する。 

・肥薩おれんじ鉄道の利用促進 

   肥薩おれんじ鉄道沿線地域の利用を促進するため、鹿児島・熊本両県肥薩おれんじ

鉄道沿線の関係機関・団体等が一体的な取組を行う。 
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第３章 資 料 

 

１ 策定経過 

 

平成 28年 2月 01日 平成 27年度第５回創生推進本部会議（総合戦略初版策定日） 

7月 20日 平成 28年度第１回創生推進会議（効果検証） 

8月 12日 平成 27年度事業の創生推進本部委員による効果検証 

平成 29年 2月 23日 平成 28年度第２回創生推進会議（改訂版審議） 

3月 21日 平成 28年度第１回創生推進本部会議（総合戦略改訂版策定日） 

8月 02日  平成 29年度第１回創生推進会議（効果検証） 

平成 30年 2月 09日  平成 29年度第２回創生推進会議（効果検証・改訂版審議） 

3月 20日  平成 29年度第１回創生推進本部会議（総合戦略改訂版策定日） 

平成 30年10月 16日  平成 30年度第１回創生推進会議（効果検証） 

12月 18日  平成 30年度第２回創生推進会議（効果検証） 

平成 31年 1月 10日  平成 30年度第１回創生推進本部会議（効果検証） 

平成 31年 2月 12日  平成 30年度第３回創生推進会議（改訂版審議） 

平成 31年 3月  7 日  平成 30年度第２回創生推進本部会議（総合戦略改訂版策定日） 
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３ 出水市まち・ひと・しごと創生推進会議委員 

  

役 職 区 分 氏  名 所 属 等 

学

識

経

験

者 

会 長 教育機関 北﨑 浩嗣 鹿児島大学法文学部法経社会学科教授 

副会長 金融機関 小笹 康浩 鹿児島銀行出水中央支店長兼出水支店長 

委 員 産業界 淵之上 一浩 鹿児島いずみ農業協同組合参事 

〃 産業界 岩下  誠 北薩森林組合参事 

〃 産業界 今井 辰彦 北さつま漁業協同組合出水支所職員 

〃 産業界 吉村 謙一 出水商工会議所常議員 

〃 産業界 田下  豊 鶴の町商工会会長 

〃 行政機関 岩下 正人 出水公共職業安定所長 

〃 行政機関 岩元 充昌 
鹿児島県北薩地域振興局 

総務企画課長 

〃 教育機関 田之畑 淳子 
出水商業高等学校教諭 

（進路指導担当） 

〃 労働関係団体 三浦 辰男 連合北薩地域協議会事務局長 

住

民

か

ら

の

推

薦

者 

〃 公共的団体 塘  明治 出水市自治会連合会副会長 

〃 子育て団体 萬福 清香 子育てサポートキャロット代表 

〃 子育て団体 佐藤 るり子 子育てサークルおひさま代表者 

〃 公共的団体 土屋 あきな ㈳さつま出水青年会議所副委員長 

〃 公共的団体 桐野 貴広 出水市ふるさと育成塾会長 

〃 公共的団体 沖洲 絢香 高尾野青年団会計 
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４ 出水市まち・ひと・しごと創生推進本部員 

 

役 職 氏  名 所  属 

本部長 椎木 伸一  市 長 

副本部長 大橋 勇太  副市長 

〃 溝口 省三  教育長 

本部員 冨田  忍  政策経営部長 

〃 桑田 俊彦 保健福祉部長 

〃 宮崎 龍美 市民部長 

〃 宇都 修一  産業振興部長 

〃 東  裕治  建設部長 

〃 岩下 美和  教育部長 

〃 矢野 浩一郎  高尾野支所長 

〃 石澤 令三  野田支所長 
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